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問合せ／保健センター  　992-3170
　予防接種専用  　992-3100

＊ 乳幼児健診は保健カレンダーをご覧ください。

問合せ／教育文化振興課  　991-1873・企画財政課  　991-1815

■対象／ 平成21年3月末の時点で40・45・50・55・60・
65・70・75・80歳の方　

　　　　※対象者にはハガキでご案内いたします。
■期間／ 9月1日(月)～12月26日(金)　　
■内容／歯周疾患検査(治療ではありません)
■受診方法／ 指定医療機関に電話予約のうえ､ハガキ

を持参し､受診してください。　　　　
■費用／ 500円(医療機関で徴収)

歯周疾患検診(町内在住の方)のお知らせ

　今月は｢松伏町小・中学校人権作文集—第13集—｣の作品の中から、小学校４年生の作品を紹介します。

　三年生のはじめのころは、仲がよかったんだけど、二学期ぐらいになって、Ａ
さんとサッカーをしていたら、Ａさんのパスがきたのにはやすぎて取れなかった。

「どうしてうけ取れないんだよ。サッカーやめちゃえよ。」と、Ａさんが言った。すごくいやだった。
　この日から、いっしょにサッカーをしなくなった。三学期になってもやらなかった。そんな時、先生が「Ａ
さんは、転校します。」と言われた。ぼくは、あやまろうとしてもあやまれなくて、どうしたらいいだろう
といろいろ考えた。
　クラスで手紙を書くことになった。ぼくは、手紙の中に、サッカーの時は、ごめんね。と書いた。もっと、
Ａさんと遊びたかった。サッカーももっともっとしたかった。それなのに転校してしまうなんて。
　自分の口であやまりたかったので、引っこしの日にＡさんの家に行った。Ａさんはいなかった。もう引っ
こしてしまったんだと思った。あやまれなかったとがっかりしていたら、Ａさんがもどってきた。「サッカー
の時は、はやいパスをだしたのにきつくいったりしてごめん。」とＡさんのほうからあやまってきたから、
自分もあやまらないとと思ったから、ぼくもＡさんにあやまった。あやまれてよかった。心の中のもやもや
がとれた。引っこしのじゅんびをしている間、サッカーをした。

　この人権作文は、児童・生徒のみなさんに、人権や差別について考えていただき、他人の心の痛みがわかる、
差別のない・許さない・見のがさない人になってほしいと願がって作成されています。

指定医療機関

センターにおける採血器具の不適切な使用についてのお知らせ

「ずっと友だち」

保健センター

人権 それは 愛
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ポリオ 9/5 (金)・9/12(金) 9月1日(月)より、保護者以外の親族(三親等以内)が、
同伴し、定期の予防接種を受けさせる場合には、保護
者の委任状が必要になりました。(同居の方も必要)
委任状の希望の方は、保健センターへご連絡ください。

保健センター・午後1時45分～2時30分
持ち物：母子健康手帳、予診票

荒木歯科
いしい歯科医院
ハート歯科クリニック
原島歯科医院
ヨシダ歯科医院

田中3－8－1
松伏1985
松伏509
松伏2882
松葉2－1－7

992－3129
992－0757
992－3726
991－6480
992－1733

①75歳以上の方　 ②生活保護受給者 
③町民税非課税世帯

　４名の方は､日ごろから「口と体の健康は結びつ
きが強い」ことを実感され､口から始まる健康づく
りを心がけています。

大山松雄さん
(84歳・田中)

南雲タキさん
(90歳・松伏)

関川三郎さん
(81歳・魚沼)

田中徳男さん
(80歳・松伏)

　今年度､次の４名が表彰をお受けになりました。
(50音順)おめでとうございます。

第16回  8020良い歯のコンクールで
表彰されました

※「80歳以上で20本以上の自分の歯をお持ちの方」を対象に開催
※東埼玉歯科医師会（松伏町歯科医師会含む）主催

歯を失う２大原因は「むし歯」と「歯周病」です。いつまでも、
おいしくものが食べられるよう80歳で20歯以上(8020運
動)、60歳で24歯以上(6024運動)をめざしましょう

元気なからだは丈夫な歯から

　全国各地で､採血器具の複数の患者への不適切な使用が問題となっています。
　本町でも､保健センターにおいて該当する測定器具の本体(針を除く)を複数人に使用していました。
　町民の皆様にご心配をお掛けしましたことに対しまして､深くお詫び申し上げます。今後は安全管理の徹底・
強化に努め､再発防止を行って参ります。
　なお､当該器具を使用した可能性のある方には､個別にご連絡を差し上げました。しかし､もれなくご連絡す
ることは不可能ですので､心当たりのある方は保健センターまでご連絡ください。
【使用した可能性のある方】
　○ 平成16年から平成20年5月までに保健センター
で開催した健康教室・健康相談・健康展におい
て､指先での血糖値の測定をされた方

　○糖尿病サークルの参加者

今後の対応
　当該器具を使用した可能性のある方に
は､肝炎検査をお勧めします。なお､検査
料金は町で負担します。

次の方は無料になります。②、③の方は事前に
保健センターへ。


